
郡市医師会長様

定期健康診断等における診断項目の取扱い等について

時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、今般、厚生労働省労働基準局長より標記通知が発出され、日本医師会長

並ぴに静岡労働局労働基準部健康安全課より、別添のとおり通知がありました、

ので、お知らせいたします。

つきましては、貴職におかれましても本件についてご了知いただき、ご高配

を賜りますようよろしくぉ願い申し上げます。
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日医発第559号(地Ⅱ104) 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日 

   

都道府県医師会長 殿 

 

                           日本医師会長     

                              横 倉 義 武   

 

定期健康診断等における診断項目の取扱い等について  

  

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、標記の件について、

別添のとおり本職あてに周知・協力依頼がありました。 

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、高齢者の医療の確保に関する

法律に基づく特定健康診査の在り方等の検討と併せて、「労働安全衛生法に基づく定

期健康診断等のあり方に関する検討会」が開催され、その在り方等について検討が行

われ、別添のとおり取りまとめが行われました。 

 本検討を踏まえ、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「規則」と

いう。）第43条に基づく雇入時の健康診断、規則第44条に基づく定期健康診断、規

則第45条に基づく特定業務従事者の健康診断、規則第45条の2に基づく海外派遣労働

者の健康診断の診断項目に関する取扱い、留意事項等について、別紙1並びに別紙2

のとおり通知がされました。 

 通知の主な内容は、労働安全衛生規則で定めた健康診断項目に変更はないこと。血

中脂質検査において、LDLコレステロールの評価方法を示したこと。血糖検査におい

て、空腹時血糖に加え、随時血糖を認めることとしたこと。尿検査において、医師が

必要と認めた場合には、血清クレアチニン検査を実施することが望ましい検査項目と

したこと。 

また、留意事項において、血液検査等の省略の判断を行う場合は一律な省略ではな

く、継時的変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略
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が可能であることを認める場合においてのみ可能であること、健康診断の委託の場合、

委託先の健康診断機関が精度管理等健康診断を適切に実施しているかについての報

告を求める等、適切な管理を実施することとされています。 

なお、本留意事項については、日本医師会も参加している日本医学健康管理評価協

議会からの要望に基づくものです。 

つきましては、貴職におかれましては、本件につきまして貴会会員ならびに貴会関

係郡市区医師会等への周知方につきまして、特段のご高配を賜わりますようお願い申

し上げます。 

 なお、この度の診断項目の取扱い等については、特定健康診査の新たな取扱い等と

併せて実施することが必要であることから、特定健康診査との整合性を取った血中脂

質検査、血糖検査、尿検査等については、平成30年4月1日からの取り扱いとなりま

す。 



公益社団法人日本医師会会長殿

^

③

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。

今般、定期健康診断等における診断項目の取扱い等にっいて、月1絲氏1及び呂1絲氏2

のとおり都道府県労働局長宛て発出したところです。貴会におかれましても当該内

容を御了知いただくとともに、貴会会員等に対する周知等にご協力いただき労働

安全衛生法に基づく定期健康診断等の適正な実施に特段のご配慮を賜りますよう
お願い申し上げます。

定期健康診断等における診断項目の取扱い等にっいて

基安労発 0824 第 1 号

平成 29年8月24日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長



基 発 0 8 0 4 第 ４ 号 

平 成 29 年 ８ 月 ４ 日 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

 

 

定期健康診断等における診断項目の取扱い等について 

 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）に基づく定期健

康診断等については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）

に基づく特定健康診査の在り方等の検討と併せて、「労働安全衛生法に基づく定期

健康診断等のあり方に関する検討会」を開催し、その在り方等について検討を行い、

別添のとおり取りまとめを行ったところである。 

 

ついては、本検討を踏まえて、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。

以下「規則」という。)第 43 条に基づく雇入時の健康診断、規則第 44 条に基づく

定期健康診断、規則第 45 条に基づく特定業務従事者の健康診断、規則第 45 条の 2

に基づく海外派遣労働者の健康診断の診断項目に関する取扱い、留意事項等を下記

のとおりとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、的確な実施に遺憾なき

を期されたい。 

 

なお、下記については、特定健康診査の新たな取扱い等と併せて実施することが

必要であることから、特定健康診査との整合性を取った血中脂質検査、血糖検査、

尿検査等については、平成 30 年 4 月 1 日からの取扱いとすること。 

 

記 

 

１ 肝機能検査 

GPT、γ-GTP は、肝機能障害の把握とともに、虚血性心疾患、脳血管疾患等の

発症予測能があるとされたため、医師からの意見聴取の際及び必要な措置を講じ

る際に留意すること。 

 

２ 血中脂質検査 

引き続き LDL コレステロール、HDL コレステロール、トリグリセライドを項目

 



とする。LDL コレステロールの評価方法を従前は示していなかったところである

が、その評価に当たっては、フリードワルド式によって総コレステロールから求

める方法、（ただし、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合には

Non-HDL コレステロールにて評価する。）又は、本検査の円滑な実施等のため、LDL

コレステロール直接測定法によることも引き続き可能とする。 

LDL コレステロールを、フリードワルド式によって総コレステロールから求め

る場合には、今後は、健康診断個人票の備考欄に総コレステロール値を分かるよ

うに記載するとともに、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合に

Non-HDL コレステロールにて評価する場合には、備考欄に Non-HDL コレステロー

ル値を分かるように記載すること。なお、備考欄に、食後からの採血時間を記載

すること。 

よって、血中脂質検査においては、HDL コレステロール及びトリグリセライド

とともに、本人の状況等を産業医等の医師が判断して総コレステロール又は LDL

コレステロール（直接測定法）を選択した 3 データを測定する。 

 

 

注）・フリードワルド式による LDL コレステロール 

＝総コレステロール－HDL コレステロール－トリグリセライド/5 

    ・Non-HDL コレステロール＝総コレステロール－HDL コレステロール 

 

３ 血糖検査 

血糖検査は、空腹時血糖に加え随時血糖を認めることとしたので、空腹時血糖

又は随時血糖を健康診断項目とすること。 

また、HbA1c は、過去 1～3 か月程度の平均血糖値を反映したものであること、

就業上の措置においても活用できる場合があること等から、医師が必要と認めた

場合には同一検体等を利用して実施することが望ましい検査項目とする。 

なお、血糖検査は原則空腹時に行われるべきではあるが、やむを得ず食事摂取

後に行われる場合で、検査値を特定健康診査に活用するときは、食直後の採血（特

定健康診査では食直後の採血は食事開始から 3.5 時間未満の採血としている。）

は避けることが必要である。 

また、HbA1c については、1)糖尿病の罹患者でその後の状況を把握し就業上の

措置において活用する場合、2)糖尿病の発症リスクの予測因子（BMI、血圧等）、

従前の検査値等を勘案し、血糖値に加えて HbA1c 値により糖尿病であるか否か診

断し就業上の措置において活用する場合などが考えられることに留意すること。 

  なお、本通達をもって平成 10 年 12 月 15 日付け基発第 697 号「一般健康診断

における血糖検査の取扱いについて」及び平成 20年１月 17日付け基発第 0117001

号保発第 0117003 号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」の別紙

の４のうち、血糖検査についてヘモグロビン A1c 検査で代替させることが可能で

ある取扱いは廃止することとする。 



 

４ 貧血検査 

貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)の医師による省略の判断においては、

貧血は、高齢期のみならず、若年の女性にも一定程度見られることから、７（１）

の留意事項に留意すること。 

 

５ 尿検査等 

尿検査については、尿中の糖及び蛋白の有無の検査を実施しているが、糖尿病

性腎症の原因と考えられる高血糖、腎硬化症の原因と考えられる高血圧等の基礎

疾患を含めて労働者の健康状態等を勘案しながら医師が必要と認めた場合には、

従来の検査項目に加え、血清クレアチニン検査を、血液検査に用いた検体と同一

検体等を利用して実施することが望ましいこと。 

 

６ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

「他覚症状」に関するものについては、昭和 47 年基発第 601 号に基づき、受

診者本人の訴え及び問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師

の判断により検査項目を選定して行うとしているが、その際の選定して行う検

査項目は、打診、聴診、触診などの臨床診察的な手法による検査であること。 

特殊健康診断の対象とされていない化学物質を取り扱う労働者については、

必要に応じて事業者と健康診断を実施する医師等が連携し、安全データシート

（SDS）で記載されている健康影響が見られるか否か等の調査を行うことが重要

であることに留意すること。 

 

７ 健康診断を実施する場合の留意 

（１）一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、  

適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。 

規則第 44 条第 2 項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等

を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を

勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場

合においてのみ可能であること。 

（２）健康診断の実施を委託する場合には、委託先の健康診断機関が、精度管理を

含め健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等適切な管理

を実施すること。 

 

８ その他 

（１）労働者が健康診断時に医療機関で治療中である場合には、その際の健康診断

は、労働者本人の負担を軽減する観点から、エックス線写真など主治医におい

て既に取得されているデータを取得、活用し診断すること。 

 



（２）法第 66 条の 4 に基づく医師等からの意見聴取の対象となるか否かを示す健

康診断個人票の「医師の診断」の欄に記入する際には、健康診断項目のいずれ

かに所見があった場合、経時的な変化も勘案して記入すること。 

 



 

基 安 労 発 ０ ８ ０ ４ 第 １ 号 

平 成 29 年 ８ 月 ４ 日 

 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課長 

（ 契 印 省 略 ） 

 

労働安全衛生法に基づく健康診断の適正な実施について 

 

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）に基づく定期健

康診断等の今後の取扱いについては、今般新たに平成29年８月４日付け基発

0804第４号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」（以下「局

長通達」という。）により示したところである。 

特に、健康診断項目の省略については局長通達の記の７（１）に示したとこ

ろであるが、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合におい

てのみ可能であることに十分留意する必要がある。 

また、精度管理については局長通達の記の７（２）に示したところであるが、

健康診断が適正に行われ、その結果が有効に活用されるためには、健康診断の

精度が担保されていることが重要である。「健康増進事業実施者に対する健康診

査の実施等に関する指針」（平成16年厚生労働省告示第242号。以下「指針」と

いう。）においては、健康増進事業実施者（労働安全衛生法の健康診断を実施す

る事業者が含まれる。）は、健診を実施する際には、指針に定める精度管理（内

部精度管理及び外部精度管理）を行うよう努めることとされており、このうち

外部精度管理については、健康増進事業実施者は、全国規模で実施される外部

精度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受ける

こと等により、自ら実施する健診について必要な外部精度管理を実施するよう

努めることとされている。さらに、指針においては、健康増進事業実施者は、

健診の実施を委託する場合には、委託先が精度管理を適切に実施しているか等

適切な管理を行うこととされている。 

また、健康増進実施事業者が健康診断を健康診断機関に委託するに当たって

は、委託先における指針に定める精度管理を含め適正な定期健康診断等の実施

が確保されるよう、委託契約の内容には十分留意する必要がある。 

ついては、法に基づく定期健康診断等の適切な実施を図るため、基発0804第

４号の周知に当たっては、貴局管内の健康診断機関で法に基づく定期健康診断

等を受託するものに対し健康診断項目の省略に係る適切な取扱い及び外部精度

管理調査の利用を含む的確な精度管理の実施を促すとともに、事業者等にもそ



 

の趣旨を的確に周知すること。なお、当該周知等に当たっては、必要に応じて

別添を参考にされたい。 



 

●労発●●第●号 

平成29年●月●日 

 

健康診断機関の長 

●●労働局労働基準部健康安全課長 

 

 

労働安全衛生法に基づく健康診断の適正な実施について 

 

 

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」といいます。）に基づく定

期健康診断等の今後の取扱いについては、今般新たに平成29年８月４日付け基

発0804第４号（以下「局長通達」といいます。）により示したところであり、今

後局長通達に基づいて適正に実施されるようお願いします（なお、健診項目の

新たな取扱いについては、平成30年４月１日以降に実施する定期健康診断等か

ら局長通達により実施されるようお願いします。）。 

特に、健康診断項目の省略については局長通達の記の７（１）に示したとこ

ろですが、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合において

のみ可能であることに十分留意されるようお願いします。 

また、精度管理については局長通達の記の７（２）に示したところですが、

健康診断が適正に行われ、その結果が有効に活用されるためには、健康診断の

精度が担保されていることが重要です。「健康増進事業実施者に対する健康診査

の実施等に関する指針」（平成16年厚生労働省告示第242号。以下「指針」とい

います。）においては、健康増進事業実施者（労働安全衛生法の健康診断を実施

する事業者が含まれます。）は、健診を実施する際には、指針に定める精度管理

（内部精度管理及び外部精度管理）を行うよう努めることとされており、この

うち外部精度管理については、健康増進事業実施者は、全国規模で実施される

外部精度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受

けること等により、自ら実施する健診について必要な外部精度管理を実施する

よう努めることとされています。さらに、指針においては、健康増進事業実施

者は、健診の実施を委託する場合には、委託先が精度管理を適切に実施してい

るか等適切な管理を行うこととされています。 

ついては、健康診断項目の省略に係る適切な取扱い及び的確な精度管理の実施

について、定期健康診断の適切な実施を図るため、特段の配慮をお願いいたし

ます。また、同様の趣旨を関係団体に要請していることを申し添えます。 

なお、必要に応じて参考を御参照くださいますようお願いいたします。 

別添１ 



 

●労発●●第●号 

平成29年●月●日 

 

関係団体の長 殿 

●●労働局労働基準部健康安全課 

 

 

労働安全衛生法に基づく健康診断の適正な実施について 

 

 

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」といいます。）に基づく定

期健康診断等の今後の取扱いについては、今般新たに平成29年８月４日付け基

発0804第４号（以下「局長通達」といいます。）により示したところであり、今

後局長通達に基づいて適正に実施されるようお願いします（なお、健診項目の

新たな取扱いについては、平成30年４月１日以降に実施する定期健康診断等か

ら局長通達により実施されるようお願いします。）。 

特に、健康診断項目の省略については局長通達の記の７（１）に示したとこ

ろですが、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合において

のみ可能であることに十分留意されるようお願いします。 

また、精度管理については局長通達の記の７（２）に示したところですが、

健康診断が適正に行われ、その結果が有効に活用されるためには、健康診断の

精度が担保されていることが重要です。「健康増進事業実施者に対する健康診査

の実施等に関する指針」（平成16年厚生労働省告示第242号。以下「指針」とい

います。）においては、健康増進事業実施者（労働安全衛生法の健康診断を実施

する事業者が含まれます。）は、健診を実施する際には、指針に定める精度管理

（内部精度管理及び外部精度管理）を行うよう努めることとされており、この

うち外部精度管理については、健康増進事業実施者は、全国規模で実施される

外部精度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受

けること等により、自ら実施する健診について必要な外部精度管理を実施する

よう努めることとされています。さらに、指針においては、健康増進事業実施

者は、健診の実施を委託する場合には、委託先が精度管理を適切に実施してい

るか等適切な管理を行うこととされています。 

また、健康診断を健康診断機関に委託するに当たっては、委託先における指

針に定める精度管理を含め適正な定期健康診断等の実施が確保されるよう、委

託契約の内容には十分留意していただく必要があります。 

ついては、貴会におかれましても、貴会会員事業場に対して、健康診断項目
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の省略に係る適切な取扱い及び的確な精度管理の実施など、定期健康診断の適

切な実施につき周知いただくよう特段の配慮をお願いいたします。なお、必要

に応じて参考を御参照くださいますようお願いいたします。 



 

労働安全衛生法に基づく健康診断の精度管理について 

 

１ 健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針（平成16年厚

生労働省告示第242号）（健康診査等指針）（抄） 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

２ 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内

部精度管理（健康診査を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。）

及び外部精度管理（健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。以下

同じ。）を適切に実施するよう努めること。 

 

３ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、標

準物質が存在する健診項目については当該健診項目に係る標準物質を用い

るとともに、次に掲げる事項を考慮した規定を作成する等適切な措置を講じ

るよう努めること。 

（一）～（七）（略） 

 

４ 健康増進事業実施者は、検査値の精度等が保証されたものとなるよう健康

診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精度管理調査

を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等によ

り、自ら実施する健康診査について必要な外部精度管理の実施に努めること。 

 

５ 健康増進事業実施者は健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、  

委託先に対して前二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に

実施するよう要請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適切

に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施につき委託先

に対して適切な管理を行うこと。 

 

※健康増進実施事業者：健康増進法第６条に掲げる健康増進事業実施者をい

い、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施する事業者が含まれる。 

 

２ 標準的な健診・保健指導プログラム 【改訂版】（平成 25年４月厚生労働

省健康局） 

第２編第２章（５）測定値の精度管理 

 

○ 健診機関は、検査測定値について十分な精度管理を行うことが必要である。 

 

○ 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実

参考 



 

施者に対する健康診査の実施等に関する指針」（平成 16年厚生労働省告示第

242号）における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理を行うものと

する。 

 

①内部精度管理（健診機関内で同じ測定値が得られるようにすること） 

健診機関内において、健診の実施における検体の採取・輸送・保存、測

定、検査結果等について、管理者の配置等管理体制、実施手順、安全性の

確保等の措置を講じるように務め、検査値の精度を管理する。 

 

②外部精度管理（健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすること） 

  日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会等が実

施している外部精度管理調査を少なくとも１つは定期的に受け、検査値

の精度が第三者によって管理されているようにする。 



労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会
報告書

1.はじめに

1 労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一般健康診断)は、常時使用する労働者に
ついて、その健康状態を把握し、労働時間.の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳
心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図るこどなどを目的として事業

者により実施されている。

2 一方、労働者の高齢化の進展、ストレスチェック制度の創設など、労働者の健康管
理を取巻く状況も変化している。また、脳・心臓疾患、による労災支給決定件数も高水
準にあるなどの状況にあり、定期健康診断についても、これらの状況に的確に対応し
たものとすることが必要である。

3 また、医療技術の進展や科学的知見の蓄積も進んでおり、健康診断の診断手法や検
査項目についても、これらに対応したものとすることが必要である。

4 さらに、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査は、定期健康診断
の受診を保険者が確謬Dするととにより、その全部又は一部を行ったものとみなすとさ
れている中、当該健康診査にっいても平成30年度からの実施に向けて、最新の科学
的知見等に基づいた健康診査項目の見直しの検討力§開始されている。

5 これらを踏まえて、産業医学の専門家等の関係者の参画を得て、定期健康診断等の
あり方について検討を行った。

趣回

(検討状澱

第1回検討会

第2回検討会

第3回検討会

第4回検討会

第5回検討会
第6回検討会

平成28年2月

平成28年3月

平成28年4月

平成28年5月

平成28年9月

平成28年10月

検討結果等
定期健康診断等の目的、項目の要件等

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等は、その目的が、常時使用する労働者にっ
いて、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換などの事後措置を行い、脳
~酬蔵疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどである。
また、労働安全衛生法においては、定期健康診断等の実施、異常所見者への医師等

の意見を勘案した時短などの就業上の措置が事業者の義務、保健指導の実施が事業者
の努力義務とされているこどなどを踏まえると、定期健康診断等の診断項目は、当該
診断項目単独、又は他の項目と併せてイ義務とされている就業上の措置を行うための

データとするととが期待できるものであり、その上で、努力義務である保健指導にお
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21日

31日

7日

12日
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いても活用するものであることが必要である。

2 各診断項目の検討

0 肝機能検査

(1)現状

肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ

(GOT)、血清グノレタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマー

グノレタミルトランスペプチダーゼ(γ一GTP)の検査である。

・有所見率(定期健康診断結果調、以下同じ。)は、平成2年の8.フ%から平成
26年は 14.眺と増加している。

・雇入時の一般健康診断は必須であるが、定期健康診断においては 40 歳未満

の者(35歳を除く。)は医師が必要でないと認めるときは省略が可能である。
・平成元年基発第462号においては、肝機能検査は肝機能障害を早期に把握す
るために行うものであるとしている。

2

(2)検討の結果
1) GOT、GPT、γ一GTPは肝機能障害の指標であるが、「特定健康診査・特定保健指
導のあり方に関する検討会」での文献レビ.ーでは、 GPT、γ一GTP は、虚血性心疾
患や脳血管疾患等の発症予測能もあるとしている。

2)特定健康診査において、基本的な健診項目とされている肝機能検査(GOT、
GPT、γ一GTP)について、「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討
会」の平成28年6月の整理においては、肝機能検査は肝機能障害の重症化を早
期に評価するための検査であり、基本的な項目から詳細な健診の項目へと位置
づけを整理する、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症予測能の低いAST(GOT)
は、特定健康診査の健診項目からは廃止することも可能とするなどとしてい

る。

?

゛

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「第三期特定健康診査等

実施計画期間に向けての特定健診・保健指導の実施について」にれまでの議

論の整理)(以下、「これまでの議論の整理」という。)では、肝機能検査は、
従前から基本的な健診の項目として実施され、健診受診者に定着してきた項目

であり、特定保健指導の現場でも重要な指標であること、被扶養者及び国保加

入者にとっては制度上義務づけられた唯一の健診であり健診項目を削除する

場合はこの点も十分に考慮する必要があること、当該検査を詳細な健診の項目

とした場合に、健診受診者のうち肝機能検査の対象者が占める割合が高い可能

性があり、むしろ実務的負担が増す可ヨ断生があること等を踏まえ、引き続き、

現状の検査項目を基本的な項目として維持するなどとしている。

4)肝機能検査は、肝機能障害を把握し航業上の措置などを行うことを目的とし

ており、 1)「産業医のコンセンサス調査(森教授)」では、調査対象のうちー

定の産業医が肝機能検査を就業制限等に活用(勤務実態が適切な受診行動や生

活習慣確保を妨げており就業制限等をかけ適切な受診行動・健康管理を促すた

_ノ



めに活用)するとした調査結果、 2)「作業関連疾患の予防等に資する一般定
期健康診断を通じた効果的な健康管理に関する研究(大久保教授)」では、調
査対象の産業医等においては肝機能検査を就業制限・適正配置に利用すること
は少なかったと回答した調査結果があるとしている。

5)これらを踏まえて、定期健康診断においては、GOT を含む肝機能検査は、肝
機能障害を把握し程度に差があるが就業上の措置において活用することが期
待できること、また、 GPT、γ一GTP を虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症防止

の観点から活用することが期待できることなどから、引き続き、現行め健診項
目として維持する。

ノ

0 血中脂質検査

(1)現状

・血中脂質検査は、低比重りポ蛋白ニレステローノレ(L肌コレステローノレ) 、

高比重りポ蛋白コレステロール(即L コレステローノレ)、血清トリグリセライ
ド(中性脂肪)の量の検査である。

有所見率は、平成2年のⅡ.1%から平成26年は32.フ%と増加している。

雇入時の一般健康診断は必須であるが、定期健康診断においては40歳未満
の者(35歳を除く。)は医師が必要でないと認めるときは省略が可能である。

平成元年基発第462号においては、血中脂質検査は、動脈硬化の原因となる
高脂血症を把握するために行うものであることとしている。

(2)検討の結果

1)特定健康診査において、血中脂質検査は、基本的な健診項目(L趾コレステ
ロール、即L コレステローノレ、トリグリセライド)である。

また、血中脂質検査の測定方法は可視吸光光度法、紫外吸光光度法等にょる

こと、ただし、空腹時採血を行い総コレステローノレ値を測定した上であれぱ、
中性脂肪が40omg/d1以下の場合に限り、フリードワルド式を用いて LDL コレ

ステロールを算出することができるなどとしている。

2)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の整
理においては、

① L肌コレステロールは虚血性心疾患、脳血管疾患の発症予測能を備えてぃ

るが、国際的にはLDL コレステロールの評価はフリードワルド式(LDL コレ

ステローノレ=総コレステローノレーHDL コレステローノレー中性脂肪/5)で行われ

ている。しかし、フリードワルド式は中性脂肪を減じる項を含むため、高ト
リグリセライド血症や食後の中陛脂肪高値の状況の採血では、LDLコレステ

ロールを過ノ」信判西する可能性があることが指摘されている。 LDL コレステロ

ール直接測定法は、ほぽ日本でしか用いられておらず、測定精度に関する懸
念が国際的に指摘されている。LDL コレステロール直接測定法は、中性脂肪
が高いとばらつきが大きくなることから、現状では健診項自として適切でな
い。なお、全体的に測定精度は向上しつつぁるため、適切な試薬を使用して

精度管理が行われれぱ、臨床検査としてのLNコレステロール直接法自体の

3



使用は可能である。

総コレステロールは脂質の主たる疫学調査項目として使用されており、国

際的に虚血性心疾患、脳血管疾患等のハイリスク者のスクリーニングや国際

比較に用いられていることから、特定健康診査においても健診項目とすべき

である。

これらから、総コレステローノレを健診項目へ追加し、 LDL コレステローノレ

直接測定法を健診項目として廃止するとしている。

②諸外国に比較して日本人のHDLコレステロールは高いことが指摘されてい
るため、総コレステロール高値の者にはLDLコレステローノレは高値ではなく

HDLコレステロールのみ高値の者が含まれてしまい、虚血性心疾患、脳血管

疾患のりスクを過大評価してしまう懸念が指摘されていた。 non-HDL コレス
テローノレは、動脈硬イヒ性疾患予防ガイドライン 2012 において、既にスクリ
ーニングとしての診断基準が示されている。また、 non-HDL コレステローノレ

は、総コレステローノレからHDL コレステローノレを減じたものであり、日本人

に多いHDLコレステロール高値や、高トリグリセライド血症、食後の中性脂

肪高値が与える虚血性心疾患、脳血管疾患のりスク評価における影響を排除
できる。またnon-HDLコレステローノレの虚血性心疾患、脳血管疾患の予測能

はLDLコレステロールと同等もしくは優れていることが明らかとなったこと

から、日本人のコレステローノレの評価にはnon一即Lコレステローノレが望まし

い。なお、 LDL コレステローノレはいわゆる悪玉コレステローノレとして一定程

度定着しており、non一即L コレステローノレについて受診者等の理解を得られ

る取り組みが必要であることに留意する。

これらから、non一即Lコレステローノレを保健指導対象者の指導に用いる(空
腹時採血であれば、フリードワルド式で算出されるゆLコレステロールも使

用可)としている。

小

③中陛脂肪は随時採血であっても、虚血性心疾患や脳血管疾患の発症予測能
があり、健診項目として活用可能であるなどとしている。

J

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」

では、 LDL コレステローノレは、いわゆる「悪玉コレステローノレ」として既に国

民や健診・保健指導の現場で定着しており、特定健康診査の円滑な運用及び検
査値の連続性を担保するため、引き続き、健診項目として維持すべきである。

ただし、 LDL コレステローノレの替わりに non一即L コレステローノレを用いること

も可とするかどうかも含め、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の見直しも

踏まえ、引き続き検討するとしている。

4)日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2014」では、脂質異常症(低

即Lコレステロール血症(40mg/d1未満)、高 LDLコレステロール血症(140mg/dl
以上)、高トリグリセライド血症 a50m三/d1以上))は脳・心臓疾患の危険因
子の 1つであり、空腹時採血によりLDLコレステロールはフリードワルド式で

計算する。トリグリセライド 40omg/d1 以上や食後採血の場合には non一即L コ
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レステロールを使用し、その基準はゆL コレステロール十30mg/d1とするとして
いる。

5)これらを踏まえて、定期健康診断等においては、引き続き、LDL コレステロ
ーノレ、1ΦL コレステローノレ、トリグリセライドを項目とし、ιDL コレステロー

ルの評価に当たっては、フリードワノレド式によって総コレステロールから求め
る方法(ただし、トリグリセライド40omg/d1以上や食後採血の場合にはnon一即L
コレステロールにて評価する)又は、本検査の円滑な実施等のため、LDL コレ
ステロール直接測定法によることも引き続き可能とする。

よって、血中脂質検査においては、 HDL コレステロール及びトリグリセライ
ドとともに、本人の状況等を産業医等の医師が判断して、総コレステロール又
はLDL、コレステロール(直接測定法)を選択した3データを測定するとととな
る。

0 血糖検査

(1)現状

有所見率は、平成n年の8.フ%から平成26年は10.4%と増加している。
雇入時の一般健康診断は必須であ.るが、定期健康診断においては卯歳未満

の者(35歳を除く。)は医師が必要でないと認めるときは省略が可能である。
平成10年基発第396号においては、血糖検査は、原則として空腹時に行わ

れるべきものであるが、食事摂取後に行われた場合にはそ、の内容により検査結
果に変動を生ずることがあるので、医師がその影響を考慮して検査結果を評価
するものであること。この場合、健康診断個人票の備考欄等に食事から検査ま
での経過時間を記入する等適正に検査結果が評価できるような配慮をするこ
とが望ましいこと。

なお、検査の結果、医師が必要であると認める場合はさらに同一検体を利用
して糖イヒヘモグロビンAIC 値bAI0)を検査することが望ましいとしてぃる。
平成10年基発第697号においては、血糖検査については、一般的な血中グ

ルコースの量の検査によるほか、HbAI0 によるととも差し支えないとしてぃる。
平成20年基発0Ⅱ7001号においては、定期健康診断においては、.従来から

空腹時血糖を中心に検査を行ってきており、今後も空腹時血糖を測定すること
とするのが望ましいが、受診前に摂食した者等、随時血糖の測定を行わざるを
えない場合には、 HbAIC検査で代替させることも可能であるとしている。

(2)検討の結果

1)糖尿病は、「高血圧治療ガイドライン2014」では脳・心臓疾患の危険因子の
1つとしている。

また、糖尿病の診断は、日本糖尿病学会の「科学的根拠に基づく糖尿病診療
ガイドライン2013」では、空腹時血糖のみならず、随時血糖も活用されている。
恥AI0は過去1~3ケ月程度の平均血糖値を反映しており、採血の前日や当日

の食事の摂取に影響を受けないとしている。(第 5 回標準的な健診・保健指導
の在り方に関する検討会資料)
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2)特定健康診査においては、基本的な健診項目とされ、血糖又はHbAIC(随時
採血の場合は励AI0のみ)を行うとされているが、「特定健康診査・特定保健

指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の整理においては、随時血糖は
虚血性心疾患や脳血管疾患の発症予測能があり、健診項目として活用可能であ

ること、随時血糖を実施する場合にも、食直後の採血は避ける必要があり、問
診票等を活用して空腹時採血か随時採血かを区別する必要が.あるなどとして

いる。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」
では、血糖検査は原則として空腹時血糖又はHbAI0を測定することとし、空腹

時以外はHbAICのみを測定することとする。ただし、健診受診率の向上のため

に、随時血糖を検査項目に新たに位置づけることが有効であるとの意見があっ
たことから、やむを得ず空腹時以外においてHbAICを測定しない場合は、食直

後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とするなどとしている。

4)「作業関連疾患の予防等に資する一般定期健康診断を通じた効果的な健康管
理に関する研究(大久保教授)」では、血糖は脳心臓疾患のりスク因子として

就業上の措置に活用するとしている。
「産業医のコンセンサス調査(森教授)」では、調査対象のうち一定の産業医

が血糖、HbAI0 を就業制限等に活用(勤務実態が適切な受診行動や生活習慣確
保を妨げており就業制限等をかけ適切な受診行動・健康管理を促すために活
用)するとした調査結果があるとしている。

5)これらを踏まえて、血糖検査は、定期健康診断等の項目として、空腹時血糖
のみならず、随時血糖も含めて、引き続き、健診項目として維持する。

J.戸J-

また、HbAICは、過去1~3 ケ月程度の平均血糖値を反映したものであること、

就業上の措置においても活用できる場合があること等から、医師が必要と認め
た場合には同一検体等を利用して実施することが望ましい検査項目とする。
なお、血糖検査は原則空腹時に行われるべきではあるが、やむを得ず食事摂

取後に行われる場合で、検査値を特定健康診査に活用する場合には、食直後の

採血は避けることが必要である。

また、肌AI0 については、 D糖尿病の櫂患者でその後の状況を把握し就業上

の措置において活用する場合、2)糖尿病の発症りスクの予測因子(BⅧ、血圧
等)、従前の検査値等を勘案し、血糖値に加えて恥AIC値により糖尿病である

か否か診断し就業上の措置において活用する場合などが老えられる。

J

0 尿糖検査

(1)現状

・有所見率は、平成2年の2.フ%から平成26年は2.既と減少している。

・雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に関わりなく必須の項

目である。

尿中のブドウ糖が尿糖として扱われる。尿中に糖が認められることは血糖値

が腎の排池閖値を超えて上昇した場合などとしている。(一般健康診断ハン
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(2)検討の結果

1)糖尿病は、「高血圧治療ガイドライン2014」では脳心臓疾患の危険因子の1
つであるが、尿糖は、「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013」で
は糖尿病の診断には用いられない。

ドブック:労働省労働衛生課編)

2)特定健康診査において、基本的な健診項目として行う尿糖の検査にっいて、
「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の整理
においては、尿糖は腎臓の排池閥値に影響を受けるこ巴、特定健康診査では血
糖もしくは肌AI0 の血液検査が実施されることから、健診項目から廃止する
ことが可能であるなどとされている。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」
では、尿検査は、既に基本項目として特定健康診査の全ての対象者に実施され
ており、侵襲性も低い検査項目であるため、引き続き、基本的な項目として維
持すべきである。労働安全衛生法に基づく定期健康診断の見直しを踏まえ、引
き続き検討するなどとしている。

4)とれらを踏まえて、定期健康診断等においては、血糖検査が必ずしも全員に
実施されないとと、尿検査は侵襲性の低い検査であるとと等から、尿糖の検査
を引き続き健診項目として維持する。

0 心電図検査

(1)現状

安静時の標準12誘導心電図の検査である。

有所見率は、平成2年の6.2%から平成26年の9.フ%と増加している。
雇い入れ時の健康診断においては必須項目、定期健康診断においては40歳

未満の者(35歳を除く。)にっいては、医師が必要でないと認めるときは省略
可とされている。

・平成元年基発462号において、不整脈、虚血性心疾患、高血圧に伴う心臓の
異常等を把握するために行うものであるとしている。

7

(2)検討の結果

1)心電図検査は、不整脈、虚血性心疾患、高血圧に伴う心臓の異常等を把握す
るために行うもので、標準的な検査法は、安静時の標準 12 誘導心電図を記録
するものとしている。

2)現行の特定健康診査において、前年の健診結果等において、血糖高値、脂質
異常、血圧高値、肥満の全ての項目にっいて一定の基準に該当した者のうち、
医師が必要と認める者に対して詳細な健診項目として行う心電図検査にっい
て、「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の
整理においては、12誘導心電図は次年度に詳細な健診として実施するのではな



く速やかな受診勧奨を行うこととする。ただし、特定健康診査において速やか

に検査の実施が可能な場合は、引き続き詳細な健診として実施することは妨げ
ないなどとされている。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」
では、心電図検査の対象者は、当該年の特定健康診査の結果等において、血圧

が受診勧奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者のうち、医師が必
要と認めるものを対象とするなどとしている。

4)「作業関連疾患の予防等に資する一般定期健康診断を通じた効果的な健康管

理に関する研究(大久保教授)」では、調査対象の産業医等においては、心電

図検査は、意識消失を伴う不整脈があるため、自動車運転可否等の就業上の措
置の検討のために必要な検査であったと回答した調査結果があるとしている。

5)とれらを踏まえて、定期健康診断においては、心電図検査を、引き続き、現
行の健診項目として維持する。

0 貧血検査
(1)現状

血色素量および赤血球数の検査である。

雇い入れ時の健康診断においては必須項目、定期健康診断においては如歳
未満の者(35歳を除く。)については、医師が必要でないと認めるときは省略
可とされている。

・有所見率は、平成2年の4.2%から平成'26年の7.4%と増加している。
平成元年基発462号において、高齢期に増加する貧血や食行動の偏りによる

貧血を把握するために行うものであるとしている。

(2)検討の結果
1)貧血検査は血色素量及び赤血球数の検査であり、高齢期に増加する貧血や食
行動の偏り等による貧血を把握するために行うものであるとしている。

J

2)現行の特定健康診査において、貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が

疑われる者に対して詳細な健診項目として行う血液一般(血色素量等)につい

て、「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の
整理においては、血液一般は貧血の重症化を早期に評価するための検査である

が、内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病ではなく、特定健康診査において実

施すべき健診項目とはいえないことから、健診項目として廃止することも可能

とするなどとしている。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」

では、貧血検査は、従前から詳細な健診の項目として実施され、健診受診者に

定着してきた項目であること、被扶養者及び国保加入者にとっては制度上義務
づけられた唯一の健診であり健診項目を削除する場合はとの点も十分に考慮
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する必要があること、女性の健診受診を促す観点からも重要な項目であること

等を踏まえ、引き続き、詳細な健診の項目として維持するなどとしている。

4)貧血検査は、貧血を把握し就業上の措置などを行うことを目的としており、
「作業関連疾患の予防等に資する一般定期健康診断を通じた効果的な健康管理
に関する研究(大久保教授)」では、調査対象の産業医等においては、高所作
業、自動車運転、暑熱環境下での重筋作業等の就業制限・適正配置に用いてぃ
たと回答した調査結果があるとしている。

貧血は、高齢期のみならず若年の女性にも一定程度見られる。

5)とれらを踏まえて、定期健康診断においては、貧血検査は就業上の措置にお
いて活用していることなどから、引き続き、現行の健診項目である血色素量お
よび赤血球数を維持する。

貧血検査の医師による省略の判断においては、貧血は、高齢期のみならず若
年の女陛にも一定程度見られることに留意が必要である。

0 尿蛋白検査等の腎機能検査

(1)現状(尿蛋白の検査)

雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に関わりなく必須項目
である。

・有所見率は、平成2年の 1.既から平成26年の4.2%と増加している。
腎・尿路疾患のスクリーニングである。

(2)検討の結果'(尿蛋白検査、血清クレアチニン検査)
ア腎機能全般

1)慢性腎臓病(C即)は、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2014」
では脳心臓疾患の危険因子の1つとしている。

慢性腎臓病の有病者は 1330 万人(推定)である。透析導入患者原疾患と
して、 1)糖尿病性腎症・(透析新規導入者の 44%)は高血糖による糸球体細
小血管障害が主であり、アノレブミン尿が早期診断マーカーとして考えられて
きたが陰陛でもGFR低下例があるなど、 2)慢陛糸球体腎炎(透析新規導入
者の那%)は早期診断には尿検査(尿蛋白等)が有効など、 3)腎硬化症(透
析新規導入者の 14%)は高血圧が原因、尿蛋白が陰陛で緩徐にGFRが低下す
る例が多いなどとしている。(特定健康診査・特定保健指導のあり方に関す
る検討会での説明資料)

2)「森教授の就業措置の類型化例」では、腎不全を持つ労働者は、就業が疾
病経過に悪影響を与えるおそれがあることから就業措置を行う場合がある
としている。

3)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の
整理においては、若年者に多くみられる腎機能障害の主たる原因は、尿蛋白
検査が早期発見につながる慢性糸球体腎炎であり、中高年者に多くみられる
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腎機能障害の主たる原因は、糖尿病性腎症や腎硬化症である。

尿腎機能検査は、40才から74才の対象者に多くみられる高血圧による腎

硬化症、糖尿病による糖尿病性腎症等を対象疾患とし、血圧又は代謝系検査
が保健指導判定値以上の者で医師が必要と認める者に対して実施するこ

と、特定健康診査の詳細な健診項目として血清クレアチニン検査を実施する
ものとし、糖尿病性腎症等の重症化予防等が課題となっている保険者が尿蛋

白検査を併せて実施することも可能とするなどとしている。

イ尿蛋白検査

1)尿蛋白検査は、現在、
ーであるとしている。

会での説明資料)

2)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」での文献レビュー
では精度は濃縮尿や希釈尿では過大あるいは過小評価する可能性があると
とが課題、有効性は確立しているとしている。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整

理」では、尿検査は、既に基本項目として特定健康診査の全ての対象者に実
施されており、侵襲性も低い検査項目であるため、引き続き、基本的な項目
として維持すべきである。労働安全衛生法に基づく定期健康診断の見直しを

踏まえ、引き続き検討するなどとしている。

定期健康診断等の診断項目で、糸球体疾患のマーカ
(特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討

ウ血清クレアチニン検査
1)血清クレアチニン検査による eG殿は、腎機能(糸球体浦過量)のマーカ
ーであるとしている。'(特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討

会での説明資料)
A

J

2)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」での文献レビュー
では eG殿は実測値と比べてばらつきが大きく、計算式に年齢が加味されて

いることから、対象集団によっては過大評価する可能性があることが課題、

有効性は確立している.としている。

3)「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整

理」では、血清クレアチニン検査を詳細な健診の項目に追加し、.G殿で腎機

能を評価すること、対象者は、血圧又は血糖値が保健指導判定値以上となる

割合が高い年齢を設定した上で、医師が必要と認める者を対象とすることが

考えられる、なお、設定する年齢や運用方法については.、別途検討するなど

としている。

4)「作業関連疾患の予防等に資する一般定期健康診断を通じた効果的な健康

管理に関する研究(大久保教授)」では、調査対象の産業医等が血清クレア

チニン検査を、暑熱環境下での就業制限を行う場合に活用したと回答したと
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する調査結果があるとしている。

定期健康診断等における腎機能検査等の検討の方向性こ1二

1)尿蛋白検査のみでは必ずしも把握できない腎機能障害もあるが、例えば糖
尿病性腎症においては高血糖、腎硬化症においては高血圧がそれぞれ原因と
考えられるなど基礎疾患等が背景に認められるなどとしている。

2)また、「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」、「保険者に
よる健診・保健指導等に関する検討会」の「これまでの議論の整理」.では、血
清クレアチニン検査は、検査対象者を絞り込んだ上で実施する検査などとし
ている。

3)これらを踏ま.えて、現行の必須項目として既に実施されている尿蛋白検査
を維持し、血清クレアチニン検査については、糖尿病性腎症の原因と考えら
れる高血糖、腎硬化症の原因と考えられる高血圧等の基礎疾患を含めて労働
者の健康状態等を勘案しながら医師が必要と認めた場合には同一検体等を
利用して実施することが望ましい検査項目とする。また、尿蛋白検査や尿潜
血検査についても知見の集積等に努めることが必要である。

0 血圧の測定

(1)現状

雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に関わりなく必須の項
目である。

・有所見率は平成2年の7.1%から平成26年の 15.1%と増加している。
「血圧の測定」については、従来医師の判断で省略できることとされてぃ

た.が、労働者の血圧の状態を若年から定期的に把握し管理することが必要で
あることから省略できないこととしたものであるとしている。(平成元年基
発第462号)

Ⅱ

(2)検討の結果

1)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の文献レビューでは、
精度、有効性ともに確立しているとしている。

2)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の整
理においては、血圧は、将来の虚血性心疾患や脳血管疾患の危険因子として発
症・死亡を予測する国内外の診療ガイドライン等で共通した指標であり、特定
健康診査でも引き続き基本的な項目に位置づけるととなどとしてぃる。

3)高血圧は、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2014」では、
臓疾患の危険因子の1つとしている。

4)「産業医のコンセンサス調査(森教授)」では、調査対象のうち一定の産業医
が、収縮時血圧及び拡張期血圧を、就業制限に活用(勤務実態が適切な受診行
動や生活習慣確保を妨げており就業制限をかけ適切な受診行動・健康管理を促

、

畄万



すために活用)するとした調査結果があるとしている。

5)これらを踏まえて、定期健康診断においては、血圧の測定は、高血圧が脳・

心臓疾患の危険因子の1つであり、就業上の措置において活用していることな
どから、引き続き、現行の健診項目を維持する。

0 胸部エックス線検査・疇疾検査

(1)現状

ア胸部エックス線検査
・雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断では20歳、25歳、30歳、35歳、

40歳以上の者は必須の項目である。

・有所見率は平成2年の1.研から平成26年の4.2%と増加している。
・エックス線検査は「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり

方検討会報告書(平成18年)」などにおいて、卯歳以上などで呼吸器疾患
等の一般的なスクリーニング検査として胸部エックス線検査を実施するこ
とが適当とされたことなどから、以下の省略基準にて実施している。

(医師が必要でないと認めるときは省略することができる者)
40歳未満の者(20歳、 25歳、 30歳、 35歳の者を除く。)で、次のいずれ

にも該当しないもの

(ア)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第
12条第1項第1号に掲げる者

具体的には、学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、

病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設に
おいて業務に従事する者であること。

(イ)じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者
具体的には、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分

が管理1のもの又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、

現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管
理区分が管理2である労働者であること。

また、胸部エックス線検査の省略に関し医師が判断する際には、必要に応

じて「労働者に対する胸部エックス線検査のあり方等に関する懇談会報告

書」を参考とすることとしている。(平成22年基安労発0125第3号)

胸部エックス線検査の実施を留意すべき対象者

下記については、一律には省略すべきでないとする対象集団を示す明確な

知見は認められなかったものの、委員会での結論を踏まえると、一般に結核
の感染りスクが高いと考えられることから、医師が胸部エックス線検査の省

略について判断する際、特に留意すべき事項であると考える。

(イ)結核の櫂患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等

(ロ)結核櫂患率が高い地域における事業場での業務

レ→結核櫂患率が高い海外地域における滞在歴

(ニ)長時間労働による睡眠不足等

また、これらに該当しない者であっても、個別の既往歴の調査等で、特定
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の疾患(糖尿病、慢性腎不全等)の櫂患や治療(免疫抑制剤の使用)等によ
り免疫力の低下が疑われる状況にあることが把握され、結核の感染りスクが
高いと考えられる場合などについては、医師が胸部エックス線検査の省略に
ついて判断する際、特に留意すべきであると考える。

イ疇疾検査

定期健康診断では以下の基準で医師が必要でないと認めるときは省略可能
である。

胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

胸部エツクス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
40歳未満の者(20歳、 25歳、 30歳及び35歳の者を除く。)で、次のい

・ずれにも該当しないもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第松条
第1項第1号に掲げる者

じん肺法第8条第1項第1号に掲げる者

・有所見率は平成2年の1.呪から平成26年の1.眺と増加している。

(2)検討の結果

1)胸部エツクス線検査は、結核等の呼吸器疾患等の一般的なスクリーニング検
査であるとしている。

疇疾検査は、結核の早期発見等を目的に実施されている。

2)胸部エックス線検査の必要性、対象者等は、平成 17年の改正結核予防法の
施行等に伴、い、「労働安全衛生法における胸部エックス線等のあり方検討会」
などにおいて調査、検討が行われた結果を踏まえたものであり、当該調査.検
討から約10年経過している。

3)「作業関連疾患の予防等に資する一般定期健康診断を通じた効果的な健康管
理に関する研究(大久保教授)」では、調査対象の産業医等においては胸部工
ツクス線検査を主に結核対策などに活用しており、グローバル化等に伴う人材
の流動性の高まりにより必要性は高まっているなどと回答した調査結果があ
るとしている。

4)これらを踏まえて、定期健康診断における胸部エックス線検査、疇疾検査に
ついては、本検査の必要性、対象者等に関する調査・検討から約'10年経過し
ていることから知見の集積等に努めるとともに、現行においては、従前の調査
・検討等を踏まえて、引き続き、現行の健診項目等を維持する。

0 腹囲

(1)現状

・雇い入れ時健康診断では必須である。

定期健康診断では以下の基準で医師が必要でないと認めるときは省略可能で
ある。

B



40歳未満の者(35歳を除く)

妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映して

いないと判断されたもの

別1※が20未満である者

自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BM1が22未満である者に限る。)

※則1・体重(kg)/身長(m)゜

平成 20年基発第 0121001号(抜粋)

①労働災害となりうる脳・心臓疾患発症の危険因子のーつとして肥満があ
るが、肥満の指標として BM1 よりも腹囲(内臓脂肪)が肥満のりスク指標

として優れていることが明らかとなったことから、定期健康診断等の項目
に追加したものである。

、

②「腹囲の検査」について

第 3 号の「腹囲の検査」は、メタボリックシンドロームの診断基準に基
づき、立位、軽呼気時、躋レベルで測定を実施する。この際脂肪蓄積が著
明で、躋が下方に偏位している場合は、肋骨下縁と前上腸骨煉の中点の高
さで測定する。

③腹囲の簡易な測定方法について
腹囲の測定については、腹部の露出等の労働者のプライバシーへの適正

な配慮を行う必要性があることから、簡易な測定方法を導入することとし、

具体的には、腹囲の測定を、着衣のまま測定することを認めるとともに、
労働者による健診会場での自己測定を認めるものとする。この際、着衣の
上からの測定を行った場合は、厚生労働科学研究における研究結果を踏ま

え、実測値から 1.5Cm 引いた値を腹囲の検査値とするものとする。なお、
現在も健康診断の際に、囲い等を設けて、脱衣、胸部・腹部を露出した上
で、医師による診察、心電図検査等を行っているところであるが、その際、
同時に腹囲の計測を行うことによりプライバシーに配慮することが可能
となる。

④健康診断項目の実施の手順について
腹囲を定期健康診断の項目として追加し、あわせてその省略基準等を告

示したところであるが、腹囲の省略基準に BM1 を用いる観点から、今後定

期健康診断を実施する場合は、身長及び体重の測定を健康診断の最初の段

階で行い、BⅥの値を計算した後に医師の診察を行うことが望ましい。
また、健診機関等においては、これ以外にも、こうした腹囲測定の省略

基準を念頭においた健康診断の企画を行うことが望ましい。

⑤腹囲の値による事後措置について

腹囲は、これまで肥満の指標として用いられてきた、安衛則第51条に基
づく健康診断個人票に規定するB繊に代わる指標として位置づけるもので

ある。したがって、BⅥがとれまで、健康診断個人票の他の健診項目ととも

に、医師が労働者の状況を総合的に判断するための指標のひとつとして用

いられ、これらの状況を判断した結果である「医師の意見」を事業者が勘

案し、必要があると認めるときに、適切な措置を講じることとなっていた
のと同様に、腹囲についても取り扱われるものである。

よって、従来から B鞭のみで事後措置を求められることはなかったのと
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同様に、腹囲のみで事後措置を行う必要はない。

(2)検討の結果

1)「高血圧治療ガイドライン2014」では、メタボリックシンドロームは心血管
病の危険因子であり、また、メタボリックシンドロームはウェスト周囲径がー
定以上で脂質値、血圧値、血糖値の内2項目以上が一定値以上を診断基準とし
ていることから、腹囲は、他の因子と併せて心血管病の危険因子の1つとされ
ている。

2)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の文献レビューでは、
測定精度に懸念があるととが課題、内臓脂肪蓄積を簡易に測る指標としての有
用性はあるとしている。

3)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」の平成28年6月の整
理においては、保健指導対象者の選定・階層化基準においては、非肥満者を含
め、血圧、血糖、脂質等の危険因子による循環器疾患の発症りスクが高い者を
抽出し、腹囲が基準以上の者については従来の介入方法(特定保健指導)を選
択し、腹囲が基準未満の者については新たな介入方法を行うことが妥当である
などとしている。

4)「保険者による健診・保健指導等に関する・検討会」の「これまでの議論の整理」
では、内臓脂肪蓄積の程度とりスク要因の数に着目した現行の特定保健指導対
象者の選定基準を、引き続き、維持するなどとしている。

5)これらを踏まえて、定期健康診断においては、腹囲は、他の指標と併せて、
脳・心臓疾患防止のための就業上の措置において活用できることなどから、引
き続き、現行の健診項目を維持する。

0 身長、体重、視力及ぴ聴力の検査
(1)現状

・体重、視力、聴力は雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に
関わりなく必須の項目である。

身長は、雇い入れ時健康診断、定期健康診断では 2σ歳未満の者は必須項目
であるが、20歳以上の者は医師が必要でないと認めるときは省略可能である。

・聴力の検査の有所見率は平成2年の 100OHZ 5.1%/400OHZ 8.2%から平成26
年の 100OHZ 3.既/400OHZ 7.読と減少している。

聴力を検査する意義は、労働者の聞く機能的能力の評価にあり、その結果
に応じて適正配置を配慮するためのものである。

聴力低下には{外耳道の狭窄、閉塞、鼓膜の裂傷、火傷、耳管狭窄、耳硬
化症、頭部外傷などによる伝音性難聴と、老人性難聴、騒音性難聴、メニェ
ール病、化学物質による聴器障害、突発性難聴などの感音性難聴とがある。
産業現場では、騒音や爆発時の爆風などによって聴力低下が起こることがあ
り、また、高齢者では老人性難聴が問題となる場合がある。したがって、聴
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力低下を早期に把握するため聴力検査が必要である。(一般健康診断ハンド

ブック労働省労働衛生課編)

視力を検査する意義は、労働者の機能的能力のーつである視機能について評

価じ、適性配置に資することにある。また、眼の外傷や異物、紫外線・赤外線
・レーザー光線・電離放射線などによる視力障害、さらにVDT作業者や精密作

業者などの視機能の変化を早期に把握するためにも視力検査は必要である。

(一般健康診断ハンドブック労働省労働衛生課編)
身長の検査について医師が必要でないと認めるときに省略することができ

る者を、2σ歳以上の者に改めることとしたこと。ただし、 B鞭を算出するた

めには、身長を把握する必要があるので、身長の検査を行わなくともその値

が把握できると医師が判断した場合に限り省略できることに留意する。(平

成 10年基発第 396号)
「聴力の検査」とは、 1,000 へノレツ及び 4,000 へノレツの周波数で、一定の

音圧の音が聞こえるかどうかの検査を行うことをいうこと。なお、 1,000 へ
ルツの音は日常会話の音域の代表とされる音であり、4,000 へルツの音は高
齢化に伴い、早期の聴力低下が起こる音域の代表とされる音である。(平成

元年基発第462号)
「聴力の検査」は、オージオメーターを使用して、通常 1,000 へノレツにつ

いては 30 デシベノレ、4,000 へノレツについては 40 デシベノレの音圧の純音を用い
て実施されるものであるが、検査を実施する場所の騒音の程度を考慮し行う
ものである。(平成元年基発第462号)

(2)検討の結果
1)「特定健康診査・特定保健指導のあり方に関する検討会」での文献レビューで
は、身長、体重、 BM1は、精度、有用性とも確立しているとしている。

2) BM1が25以上の肥満は、「高血圧治療ガイドライン」においては、脳・心臓
疾患の危険因子の 1つであり、 BM1は身長、体重から算出される。

3)視力検査は労働者の視覚機能を、また、聴力検査は聴覚機能を、評価し適正
配置に配慮するためのものとしている。

4)これらを踏まえて、定期健康診断においては、身長、体重、視力及び聴力の

検査は、就業上の措置において活用が期待できることなどから、引き続き、現
行の健診項目を維持する。

0 既往歴及び業務歴の調査

(1)現状

・雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に関わりなく必須の項

目である。

「既往歴」または「業務歴」は、直近に実施した健康診断以降のものをい

うこと。(昭和 47年基発第 601号の 1)

特定健康診査においては、「既往歴の調査」の項目の中で明侵薬
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歴及び喫煙習慣の状況に係る調査」を行うこととなっているが、労
働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32 号)に規定する定期健康
診断においては「既往歴の調査」の項目の中で服薬歴及び喫煙歴の

調査を行うことまで義務付けられているわけではない。しかしなが

ら、定期健康診断においては、従来からとれらに係る聴取を行って

いる場合が多いこと、服薬歴及び喫煙歴の有無は特定保健指導対象
者の抽出に不可欠なことから、来年度以降も引き続き聴取を実施さ

れるよう協力要請を行っている。(平成20年基発第0117001号/保発第
0117003 号)

労働者自らの疾病による労働災害の発生を防止すること、また、就労により
当該疾病を増悪させないこと等が必要であり、的確な疾病情報の把握及び対応
が必要である。

「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事
項(平成27年Ⅱ月30日改正:厚生労働省労働基準局長通達)」においては、
定期健康診断の結果を含む健康情報を、事業者は、労働者の健康確保に必要な
範囲を超えて取り扱ってはならないこと、事業者は、健康情報のうち診断名、
検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や医学的な情報の取り扱いにっ
いては、その利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することが

あるから、産業保健業務従事者(産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者
の健康管理に関する業務に従事する者)に行わせることが望ましいととなどと
している。

ストレスチェック制度における健康情報については、ストレスチェックの結
果は労働者の同意がない場合は事業者には通知されず、また、ストレスチェッ
クの実施の事務従事者には、個人のストレスチェックの結果が労働者の意に反
して人事上の不利益な取扱いに利用されることがないようにするため、当該労

働者の解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位のある者は含
めないなどとしている。

(2)検討の結果

1)既往歴は、通達にて直近に実施した健康診断以降のものとしているが、現在
櫂患している疾病に関する情報が含まれることが理解されにくいこと等から、
とれらが明確に分かるようにすることが必要である。

2)特定健康診査において求められている服薬歴は、定期健康診断においても就
業上の措置の検討において活用が期待できることなどから調査するととが必

要である。(特定健康診査においては、①血圧を下げる薬、②血糖を下げる薬
又はインスリン注射、③コレステロールを下げる薬について服薬歴を調査して

おり、定期健康診断においても把握するよう指導している。

今後、定期健康診断においても、特定健康診査との連携を図る観点から上記
の服薬歴とともに、就業上の措置に結びつく可能性がある薬(熱中症りスクを

高める利尿剤、意識障害を発生させるおそれのある降圧薬・糖尿病薬など)に

ついては、問診において把握するよう指導することが必要である。)
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3)特定健康診査において求められている喫煙歴は、定期健康診断においても、

喫煙歴が、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2014」では、脳・心臓

疾患の危険因子の1つとしていることなどから調査することが必要である。

4)なお、上記の既往歴等の調査は、必要に応じて配置転換等を行い疾病による
労働災害の防止等を図るための重要な調査であるが、特に機微な健康情報の調
査であることから、これらの情報の取り扱い等については、別途、各業種、企

業での取り扱いの現状と課題の把握、検討等を行い対応することが必要であ

'る。

0 自覚症状及ぴ他覚症状の有無の検査

(1)現状

・雇い入れ時の一般健康診断、定期健康診断ともに年齢に関わりなく必須の項
目である。

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査(雇い入れ時の一般健康診断)には、当

該労働者が就業を予定される業務に応じて必要とする身体特性を把握するた
めの感覚器、呼吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査が含まれ、

その検査項目の選定は当該労働者の性、年齢、既往歴、問視診等を通じての所
見などもあわせて医師の判断にゆだねられるものであるとしている。(昭和47
年年基発第601号)

「自覚症状」に関するものについては、最近において受診者本人が自覚す
る事項を中心に聴取することとし、この際本人の業務に関連が強いと医学的
に想定されるものをあわせて行うものとしてい.る。(昭和47年基発第601号)

・「他覚症状」に関するものについては、受診者本人の訴えおよび問視診に
基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選
定して行う。なお、この際医師が本人の業務に関連が強いと判断した事項を
あわせ行うものとしている。(昭和47年基発第601号)

「自覚症状および他覚症状の有無の検査」について、本検査の基本は、

視診、打聴診、触診などの臨床診察的な手法による検査である。問診に
よって明らかにされた既往歴、業務歴、生活状況、家族歴、自覚症状な

どの調査結果、さらに職場巡視の所見あるいは作業環境測定の結果な
どを照合しつつ、視診、打聴診、触診を行い、これら全体を し^、

て、つぎに行うべき検査項目を選ぶのが、基本的な流れといえようなど、

としている。(一般健康診断ハンドブック:労働衛生課編)

゛

(2)検討の結果

1)自覚症状及び他覚症状の有無の検査について、ア)「他覚症状」に関するも
のにっいては、昭和 47年基発第 601号に基づき、受診者本人の訴えおよび

問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として,医師の判断により検査

項目を選定して行うとしているが、その際の選定して行う検査項目は、打診、

聴診、触診などの臨床診察的な手法による検査であることイ)特殊健康診

断の対象とされていない化学物質を取り扱う労働者については、必要に応じて

事業者が取り扱う化学物質に係る情報を提供するなど、事業者と健康診断を実
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施する医師等が連携し、安全データシート(SDS)で記載されている健康影響
が見られるか否か等の調査を行うことが重要であることなどを改めて示すこ
とが必要である。

3

(1

「他覚症状」の名称を「他覚所見」に見直すなどの検討を行う。2)また、

その他の論点

)健康診断項目の省略

1)血液検査(血糖検査、貧血検査等)等は、雇い入れ時の健康診断においては必
須項目であるが、定期健康診断においては、労働安全衛生規則第44条第2項に
より、厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認める.ときは省略すると巴

ができるとし、厚生労働省告示において、例えば血液検査では40歳未満の者(35
歳を除く。)について医師が必要でないと認.めるときは省略するととができると
している。

また、当該省略については、個々の労働者の健康状態の経時的な変化、自.他
覚症状等を勘案しながら判断することが大切であるなどとしている。(一般健康
診断ハンドブック:労働衛生課編)

2)検査項目の省略の状況は、50人以上の事業場から提出される定期健康診断結果
実施伏況報告(平成26年)では、全受診者1349万人に対して40歳末満(35歳
を除く。)において医師の判断で省略可能な血糖検査の受診者は H36 万人と全

受診者の16%が当該項目を省略(40歳未満の労働者の割合は39%)している。

3)しかしながら、一部においては血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律
に行うなど適切に省略の判断が行われていないことも懸念されること等から、
規則.、厚生労働省告示に基づく、血液検査(血糖検査、貧血検査等)等を省略す
る場合の判断は、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合にお

いて可能であることなどについて、事業場等に対する周知、指導等により普及.
徹底を図るととが必要である。

具体的な実施方法については、知見の集積等に努め、より具体的に示すことが
必要である。

4)さらに、血液検査(血糖検査、貧血検査等)等の省略基準は、平成元年に改正
した厚生労働省告示に基づき、35歳及び40歳以上の者は必須とし、他の者は医
師が実施の可否を判断するとされているが、上記告示改正から30年弱経過して

おり、"労働者を取り巻く状況も変化していることなどから、これらに係る知見の
集積等を図るととが必要である。

(2)その他

1)10 人~29 人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は
89%(平成24年労働者健康状況調査)にとどまっているなどの状況にあり、小規
模事業場における定期健康診断等の受診の徹底を一層図るととが必要である。
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2)規則第 45 条に基づく特定業務従事者への健康診断について、対象業務の妥当
性について調査等を行うことが必要である。

3)健康診断時に医療機関で治療中である場合には、主治医と連携が重要であり、

その際の健康診断は、主治医において既に取得されているデータを取得、活用し

診断することを促進すべきである。

4)国は定期健康診断について各項目の有所見の基準値を定め.ていないが、それら
についての知見の集積等に努めるととが必要である。

5)定期健康診断等の実施に当たっては、異常所見者については、医師等から意見
を聴取し当該意見を勘案して就業上の措置を講じること、また、保健指導の実施

に努めることが必要であるが、医師等から意見聴取を実施している事業場の割合
が3割にと.どまるなど、.小規模事業場を中心に健康診断の事後措置が低調であ
り、これらの措置の充実・徹底が必要である。

田定期健康診断を実施することによる効果(受診者、実施者等)について、知見
の集積等に努めることが必要である。

Ⅲ.おわりに
検討会では、労働者の高齢化の進展などの労働者の健康管理を取り巻く状況の変化、

医療技術の進展などを踏まえ、特定健康診査のあり方の検討と連携し、労働安全衛生法
に基づく定期健康診断等のあり方について、産業医学の専門家、産業保健に関わる各団

体、経営者団体、労働者団体の関係者の参画を得て検討した。
本報告書は、検討会における意見や議論について、引き続き検討が必要なものや、具

体的に措置すべきものについて、取りまとめたものである。
今後、厚生労働省において、本報告書で指摘した課題について、適切に検討・措置さ

れることを期待する。

t
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